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平成 22 年度 伊賀市の予算概要 

 

【本市を取り巻く状況】 

平成22年度経済見通しとして、当面、厳しい雇用情勢が続くとみられるものの、海外経

済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が続くことが期待され

ます。一方、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレの影響など、景気を

下押しするリスクが存在し、予断を許さない状況となっています。 

このような中、新政権が編成する平成 22年度予算においては、「コンクリートから人へ」

の理念に立ち、子育て、雇用、環境、科学、技術に重点を置き、経済財政政策を進めるこ

ととされています。 
地方財政においては、個人所得の大幅な減少や企業収益の急激な悪化等により、地方税

収や、地方交付税の原資となる国税収入が引き続き落ち込む一方、社会保障関係経費の自

然増や公債費が高い水準で推移すること等により、定数削減や人事院勧告に伴う給与関係

経費が大幅に減少してもなお、財源不足が過去最大の規模に拡大すると見込まれています。 
一方、国の「平成 22 年度予算編成の基本方針」においては、「地域のことは、地域で決

める」、地域主権の確立に向けた制度改革に取り組むとともに、地域に必要なサービスを確

実に提供できるよう、地方財政の所要の財源を確保することで、住民生活の安心と安全を

守るとともに地方経済を支え、地域の活力を回復させていくとし、地方交付税の対前年度

比 1.1 兆円の増額確保や、財源不足に対する補てん措置が講じられています。 
 
 

【財政事情と予算編成方針】 

○本市の財政事情等について 

平成 20 年度における財政力指数は、平成 19 年度に比べ０．０１５ポイント上昇し 
０．７２９、経常経費の削減や繰上償還による後年度負担の軽減により「経常収支比率」

は９４．２％と３．１％下がり改善傾向にあると見えますが、市の借金状況を示す「実質

公債費比率」は１６．５％と変わらず、依然として厳しい状況が続いています。 
歳入では、普通交付税については国の地域主権改革を考慮して増額を見込んでいますが、

地方税収の増加は、景気後退局面が持ち直しに向かうものとされているものの期待できな

い状況にあります。 
一方、歳出については、投資的経費の抑制など予算規模圧縮に努めていますが、本年度

は子ども手当事業の創設による扶助費の増、また、伊賀市振興基金の積立、水道事業や病

院事業への繰出金の増などにより一般会計で前年度比４．９％の増となっています。さら

に、人件費、公債費及び扶助費といった義務的経費は大きく、財政構造の硬直化は顕著な

ため、今後一層の行政運営の効率化を図り、財政の健全化に努めなければなりません。 
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○予算編成方針 

平成 22年度の予算編成に当たっては、このような財政事情を踏まえ、行財政改革大綱に

基づき、健全な財政運営を行うために自主財源の確保に努めるほか、平成 18年度から導入

された事務事業評価に基づき、総合計画の実施計画はもとより、事務事業のすべてにおい

て有効性、効率性などの視点から見直しを行い、積極的にスクラップアンドビルドを推進

することとしました。 

また、「ひとが輝く 地域が輝く」まちづくり実現に向け、総合計画の各基本施策の有効

な事業展開を図るために、各部局の主体的な創意工夫により、限られた財源を重点的、効

果的に活用することを基本方針としています。 

 

○平成 22年度の予算編成方式について 

財源配分方式の採用 

厳しい財政状況の下で、限られた財源を効率的、効果的に活用して市民満足度を高める

ためには、個々の施策と市民ニーズを十分熟知した各部局が、当該事務事業評価等の結果

により必要性、有効性、効率性などを踏まえて、事務事業を厳しく取捨選択する必要があ

り、昨年度に引き続き、包括的に一般財源を配分しています。また、総合計画事業につい

ても基本施策毎に一般財源を配分する予算編成方式を採用しています。 

予算編成方式においては、事業費を総合計画（実施計画）に基づく事業や職員人件費・

扶助費（国県支出金充当事業費）・公債費といった義務的経費などと特別会計や一部事務組

合への繰出金や負担金、突発的に必要となる高額な施設維持補修経費やシステム改修経費

などを「特定配分経費」とし、特定配分経費以外のものを「枠配分経費」と位置づけ、政

策的な経費と経常的な経費を分けることにより、事業の取捨選択を促進することとしてい

ます。 

各部局は「特定配分経費」を優先的に予算確保することで、総合計画等の政策推進が一

層加速され、「枠配分経費」については、各部局に配分した一般財源に適切に見積もった特

定財源を合わせた額の範囲で、各部局の権限と責任において主体的な取り組みを反映でき

る予算要求を行うことから、従来のシーリング予算や一律カットによる弊害を克服するこ

とが可能となっています。また、更なる財源不足が想定される中、こうした要求を踏まえ

て一件一件の事業費用を精査し予算に反映しています。 

 

これにより、本年度予算は総合計画（実施計画）に基づく重点事業の遂行を優先すると

同時に、より住民に近く精度の高い情報を有している事業課が主体となり事業の方向性な

どを判断し、事務事業評価を加え事業選択を行うことで、地域住民のニーズに最も適した

行政サービスを実現できる予算編成を行いました。 
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一 般 会 計 予 算 の 概 要 
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【歳出予算の概要】 

○目的別分類 

一般会計の歳出予算を市が行う仕事や事業の目的別に分類すると、次のようになります。 

科   目 平成 22 年度予算額 平成 21 年度予算額 増減 

議 会 費 ２９６，７２２千円 ２９６，９５８千円 △０．１％ 

総 務 費 ６，０８２，９６３千円 ５，４９８，７２３千円 １０．６％ 

民 生 費 １２，８８３，７８８千円 １１，２４３，９８２千円 １４．６％ 

衛 生 費 ４，２８５，１０７千円 ４，４３８，４０３千円 △３．５％ 

労 働 費 ３３１，６８８千円 １１６，８５２千円 １８３．９％ 

農 林 業 費 １，５３２，５０４千円 １，５３９，０７６千円 △０．４％ 

商 工 費 ４７６，６２１千円 ５４９，６３４千円 △１３．３％ 

土 木 費 ３，１３９，３００千円 ３，１０２，７７９千円 １．２％ 

消 防 費 １，４６１，４４１千円 １，５１１，８７０千円 △３．３％ 

教 育 費 ３，６７５，９１１千円 ３，６３７，９７４千円 １．０％ 

災害復旧費 ２３０，０００千円 ２３０，０００千円 ０．０％ 

公 債 費 ６，２５４，６４３千円 ６，５７７，８３１千円 △４．９％ 

予 備 費 ３０，０００千円 ３０，０００千円 ０．０％ 

合  計 ４０，６８０，６８８千円 ３８，７７４，０８２千円 ４．９％ 

 

＜議会費＞ 

市議会の運営に係る経費で、主な内容は議員報酬や政務調査費等です。 

 

＜総務費＞ 

庁舎管理や電算システムの保守など行政内部にかかる経費が中心ですが、地域振興や住

民自治、人権啓発、防災関係などの経費も含まれています。また、本年度は、庁舎建設事

業や伊賀市振興基金積立等により１０．６％の増となっています。 

 

＜民生費＞ 

福祉全般に関する経費で、市の事業の中でもっとも大きな割合を占めています。主な内

容は老人福祉や保育所の運営管理、医療費助成、生活保護費や後期高齢者医療の療養給付

費等に対する広域連合への負担金などが計上されています。また、本年度は子ども手当事

業の創設に伴い大幅な増額となったため１４．６％の増となっています。 

 

＜衛生費＞ 

環境対策や清掃事業、健康推進などに係る経費で、主な内容はさくらリサイクルセンタ

ーなどの維持管理経費やごみ収集経費、インフルエンザ等の予防接種に関する経費です。 

本年度は、他会計繰出金と水道事業出資金が増額となっていますが、リサイクルセンタ

ーの建設工事費が減額となったため３．５％の減となっています。 
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＜労働・農林業・商工費＞ 

労働・産業に関する経費で、主な内容は土地改良事業や農業・商工業団体への助成、観

光振興に関する経費です。 

労働費は、平成 21年度補正予算により予算化されています緊急雇用創出事業が大幅な増

額となったため１８３．９％の増となっています。 

商工費については、工場誘致条例に基づく立地奨励金等が減少したことに伴い１３．３％

の減となっています。 

 

＜土木費・災害復旧費＞ 

道路、公園、市営住宅などの維持管理や建設に関する経費が中心ですが、街なみの保全

や市街地再開発に関する都市計画事業も含まれています。 

また、災害復旧費は台風などの災害により破損した道路等を復旧する経費です。 

 

＜消防費＞ 

消防に関する経費で、主な内容は消防、救急活動に関するものや防火水槽等の防災基盤

整備、消防本部、消防団の運営に関する経費です。 

 

＜教育費＞ 

市立の小中学校、幼稚園の管理運営に関する経費のほか、文化財の保全やスポーツ振興、

青少年育成、公民館の管理運営などの社会教育にかかる経費も含まれています。 

平成 21 年度に計上された統合幼稚園建設事業や児童急増に伴う友生小学校校舎の増築

事業は終了しましたが、本年度は昨年度に引き続き（仮称）上野南地区中学校の建設や耐

震力不足による緑ヶ丘中学校屋内運動場の改築事業を実施するため１．０％の増となって

います。 

 

＜公債費＞ 

市が建設事業のために借り入れた市債の償還に係る経費です。歳出予算に占める割合が

低いほど健全であるとされています。 

合併特例債などの元金償還が本格化していますが、平成 19年度から３年間実施した公的

資金の繰上償還や、プライマリーバランスに考慮した市債の借り入れなどにより、昨年度

に比べ、４．９％の減となっています。 

 

＜予備費＞ 

地方自治法により設けることが定められている経費で、不測の事態により上記科目で予

算執行できない場合、この科目から支出することができます。 
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○性質別分類 

一般会計の歳出予算を性質別に分類すると、次のようになります。 

科   目 平成 22 年度予算額 平成 21 年度予算額 増減 

人件費 ８，８８５，７１３千円 ８，７９４，３２７千円 １．０％ 

物件費 ６，２１５，９１５千円 ５，７８５，７５８千円 ７．４％ 

維持補修費 ７４８，１２６千円 ７５６，１６６千円 △１．１％ 

扶助費 ６，６２６，５７６千円 ５，６７０，８５５千円 １６．９％ 

補助費等 ３，７７４，６６９千円 ２，９３３，３６８千円 ２８．７％ 

投資的経費 ３，８４９，７０３千円 ４，５３１，６６９千円 △１５．０％ 

公債費 ６，２５４，６４３千円 ６，５７７，８３１千円 △４．９％ 

投資・出資・貸付金 １９７，０００千円 １３６，２００千円 ４４．６％ 

積立金 ８５５，９６２千円 ３７０，３９７千円 １３１．１％ 

繰出金 ３，２４２，３８１千円 ３，１８７，５１１千円 １．７％ 

予備費 ３０，０００千円 ３０，０００千円 ０．０％ 

合  計 ４０，６８０，６８８千円 ３８，７７４，０８２千円 ４．９％ 

 

＜人件費＞ 

市長などの特別職や職員の給与はもちろん、市議会議員や各種委員等の報酬をはじめ嘱

託職員、消防団員の報酬等が含まれます。〔義務的経費(※)の一つです。〕 

 

＜物件費＞ 

物件費は、行政運営上必要となる消費的な性質をもった経費で、旅費、賃金、光熱水費、

通信運搬費、施設維持に係る委託料などが主な内容となります。 

本年度は、緊急雇用創出事業やふるさと雇用事業等に伴う賃金や委託料の増により

７．４％の増となっています。 

 

＜維持補修費＞ 

維持補修費は、庁舎や公園、道路などの公共施設の維持補修に関する経費です。定期的

に修繕を行うことで大規模修繕の必要性が軽減されており、本年度は１．１％の減となっ

ています。 

 

＜扶助費＞ 

社会保障制度の一環として生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等の法律に基づき支出

する扶助費だけでなく、市が独自に行う扶助費も含まれています。 

本年度は子ども手当事業の創設により１６．９％の増となっています。 

〔義務的経費(※)の一つです。〕 
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＜補助費等＞ 

各種団体への助成、負担金等が主な内容で、保険料や報償費も含まれます。 

本年度は、安心こども基金事業による補助金や水道事業・病院事業への繰出金の増に伴

い２８．７％の増となっています。 

 

＜投資的経費＞ 

市が行う建設事業と災害復旧に係る経費で、工事費だけでなく建設事業に係る測量設計

費等の経費も含まれます。昨年度で統合幼稚園建設事業や友生小学校校舎増築事業が終了

したことに加えて、リサイクルセンター整備事業の工事費が減少したことにより１５．０％

の減となっています。 

 

＜投資・出資・貸付金＞ 

県との協調融資の原資や他会計への出資、貸付金が主な内容です。 

水道事業会計への出資金の増額により４４．６％の増となっています。 

 

＜積立金＞ 

市の貯金である「基金」への積立金です。 

本年度は、合併特例債を活用した「伊賀市振興基金」への積立金を計上しているため、

１３１．１％の増となっています。 

 

※ 義務的経費 

人件費、扶助費、公債費が地方公共団体の義務的経費と言われるもので、支出が義務づ

けられているものや任意に削減しにくい硬直性の高い経費です。これらが歳出予算に占め

る割合が低いほど財政構造上、弾力性に富み健全な財政であるとされています。 

本年度は、義務的経費の歳出予算に占める割合が約５３．５％と高くなりましたが、子

ども手当の創設が主な要因です。 
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【歳入予算の概要】 

科   目 平成 22 年度予算額 平成 21 年度予算額 増減 

市税 １３，１４０，２１６千円 １４，２０９，７８１千円 △７．５％ 

地方譲与税 ６０４，０００千円 ６５１，０００千円 △７．２％ 

利子割交付金 ３４，０００千円 ６３，２７３千円 △４６．３％ 

配当割交付金 ８，１００千円 ３６，３７２千円 △７７．７％ 

株式譲渡所得割交付金 １，４００千円 ３８，２１６千円 △９６．３％ 

地方消費税交付金 ９５０，０００千円 ９３０，０００千円 ２．２％ 

ゴルフ場利用税交付金 ２５８，３３８千円 ２５０，８６６千円 ３．０％ 

自動車取得税交付金 ２１０，０００千円 ３５０，０００千円 △４０．０％ 

国有提供施設等交付金※ ４，３５６千円 ４，１６９千円 ４．５％ 

地方特例交付金 ２１９，７５１千円 １４６，４６４千円 ５０．０％ 

地方交付税 ９，９００，０００千円 ８，９８５，０００千円 １０．２％ 

交通安全対策特別交付金 １６，０００千円 １６，０００千円 ０．０％ 

分担金及び負担金 ８１７，２３４千円 ８３４，４３０千円 △２．１％ 

使用料及び手数料 ４５３，９１１千円 ４８２，６３２千円 △６．０％ 

国庫支出金 ４，１４４，４０３千円 ３，１１６，７５４千円 ３３．０％ 

県支出金 ２，８１２，８４６千円 ２，２４５，０６２千円 ２５．３％ 

財産収入 ６３，４８０千円 １１８，１０５千円 △４６．３％ 

寄付金 ４，４００千円 １２，５９３千円 △６５．１％ 

繰入金 ８３６，５２２千円 ９１９，２９１千円 △９．０％ 

繰越金 ５００，０００千円 ５００，０００千円 ０．０％ 

諸収入 ６０５，２３１千円 ７１３，４７４千円 △１５．２％ 

市債 ５，０９６，５００千円 ４，１５０，６００千円 ２２．８％ 

合  計 ４０，６８０，６８８千円 ３８，７７４，０８２千円 ４．９％ 

 

 

＜市 税＞ 

市民の皆さんや企業から直接納めていただく税で、主な内容は個人市民税、法人市民税、

固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税などがあります。 

 

＜地方譲与税＞ 

本来、地方が徴収すべき税を、便宜上、国税として徴収し地方に譲与するもので、本市

で対象となるのは自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税になります。 

 

※国有提供施設等交付金の正式名称は、国有提供施設等所在市町村助成交付金 
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＜地方交付税＞ 

国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額を、地

方公共団体が等しくその行うべき事務が遂行できるよう、一定の基準により国が交付する

税のことです。普通交付税と特別交付税があります。 

本年度は、平成 21年度の交付額をベースに、景気悪化に伴う税収減による基準財政収入

額の減少及び国の地方交付税総額の増などを考慮して算定した結果、１０．２％の増とな

っています。 

 

＜国庫支出金＞ 

国からの負担金や補助金、委託金で、譲与税や交付税との違いは、国庫支出金は使途が

特定の事業に充てることとされている点です。 

小学校の公立学校施設整備費負担金の増や本年度から行われる子ども手当事業に伴う子

ども手当負担金の増などにより３３．０％の増となっています。 

 

＜県支出金＞ 

三重県からの負担金や補助金、委託料です。 

本年度実施される国勢調査に伴う国勢調査本調査委託金や雇用機会の創出を図るふるさ

と雇用再生特別事業及び緊急雇用創出事業における市町等補助金の増、また安心こども基

金保育基盤整備事業補助金の増などにより２５．３％の増となっています。 

 

＜分担金・負担金 使用料・手数料＞ 

市が行う事業に対する地元負担金や施設等の使用料です。 

分担金、負担金は、地元負担金が伴う事業費の減などにより２．１％の減となっていま

す。 

 

＜繰入金＞ 

基金の取り崩し金や他会計からの繰入金です。 

財源調整として、財政調整基金から３億４千万円を繰り入れるほか、特定目的基金では

公共施設等整備基金から１億１千６百万円、退職手当基金から１億円など、総額で約８億

１千３百万円の繰り入れを行っています。 

 

＜市 債＞ 

市が主に建設事業に充てるために借り入れる借金などで、交付税の代替として臨時財政

対策債など財源対策のための市債発行額が増えています。 

本年度は上野南地区中学校建設事業や緑ヶ丘中学校屋内運動場改築事業、庁舎建設事業

などの投資的経費や臨時財政対策債の増に伴い、市債の総額は２２．８％の増となってい

ます。 
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○ 市税の内訳 

科   目 平成 22 年度予算額 平成 21 年度予算額 増減 

市民税 ５，０７５，１２６千円 ６，０６０，５８７千円 △１６．３％ 

固定資産税 ７，２７０，８０９千円 ７，２９３，５３５千円 △０．３％ 

軽自動車税 ２１８，１９４千円 ２１２，４５２千円 ２．７％ 

市たばこ税 ５２４，０８６千円 ５８２，１９０千円 △１０．０％ 

鉱産税 ８６千円 １９６千円 △５６．１％ 

都市計画税 ７１７千円 １，４７７千円 △５１．５％ 

入湯税 ５１，１９８千円 ５９，３４４千円 △１３．７％ 

計 １３，１４０，２１６千円 １４，２０９，７８１千円 △７．５％ 

※都市計画税の現年課税はなく、すべて滞納繰越分です。 

 

本年度の市税は昨年に比べ７．５％の減となり、歳入に占める割合についても４．３％

減っています。その内訳としては、固定資産税は０．３％の減とほぼ昨年度と同水準と考

えられますが、市民税は１６．３％の大幅な減が見込まれています。 

これは、厳しい雇用経済情勢が続くなかでの個人所得の大幅な減少や、景気低迷の影響

を受けた企業収益の悪化等によるもので、市税の落ち込みは、厳しい状況になると見通し

ています。 

その他では、軽自動車税はやや増加が見込まれるものの、市たばこ税や入湯税などにつ

いては、前年度よりも減となる見込みです。 
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【基金及び市債の残高】 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市の貯金である基金は、各事業を行うにあたり財源が不足しているため、約８億１千万

円を取り崩す予定です。また、財政調整基金や伊賀市振興基金（約５億円）など約８億５

千万円を積立てるため、平成 22年度末基金の残高は約８９億円となる見込です。 
市民一人あたりの基金残高は約９万円になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
市が建設事業等のために借入れた市債の残高は平成 21 年度末には５８３億円（※1）に

なる見込みです。これは５６億円を償還するのに対し、合併特例事業を中心に６０億円を

借入れるため、市債残高が 4 億円の増となります。 
本年度は、５１億円の借入れに対して償還額が５３億２千万円であるため、平成 22年度

末の市債残高予定額は、平成 21年度に比べ、２億２千万円の減少となります。今後も償還

と借入のバランスを考慮した健全な運営を行っていかなければなりません。 
市民一人あたりの市債残高は約５８万円になります。 

 
※1･･･平成 21年度から平成 22年度への繰越明許予定に係る市債発行額９億円を含む。 
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○合併特例債を活用した事業 

事 業 名 借入予定額 

庁舎建設事業 １０１，２００千円 

伊賀市振興基金積立金 ４７５，０００千円 

防災広場等整備事業 ４４，１００千円 

防災行政無線（デジタル移動系）整備事業 １４，２００千円 

伊賀鉄道活性化促進事業 ５５，３００千円 

障害者グループホーム等緊急整備事業 ７，１００千円 

児童福祉施設整備事業（みどり保育園整備補助） ３７１，５００千円 

リサイクルセンター整備事業 ２３１，３００千円 

県営伊賀広域農道整備事業 １１，２００千円 

地域活力基盤創造交付金事業（西明寺生琉里緑ヶ丘線他４路線） ６６，１００千円 

まちづくり交付金事業（大山田伊賀線） １７，５００千円 

道整備交付金事業（岡田大沢線他１路線） ２７３，１００千円 

伊賀神戸駅周辺整備事業 ３，４００千円 

公園整備事業 ４６，５００千円 

市街地再開発事業特別会計繰出金 ９８，０００千円 

街なみ環境整備事業 １０９，５００千円 

（仮称）上野南地区中学校建設事業 ３３２，５００千円 

緑ヶ丘中学校屋内運動場改築事業 ２７５，３００千円 

計 ２，５３２，８００千円 

 
６市町村が合併した伊賀市は、「合併特例債」という地方債の借入が認められています。 

この地方債は、地域の一体性を促進する事業や、行政サービスの均衡を図る事業、統合に

よる事業等、合併市町村が建設計画に基づき実施する事業が対象で、合併から 10年間借り

入れることができ、伊賀市の場合は平成 16 年度から平成 26 年度までで約４６６億円を借

入れることが可能です。 
平成 21 年度までの借入予定額は１４２億２千６百万円で、本年度は庁舎建設事業、（仮

称）上野南地区中学校建設事業など約２５億３千２百万円を借り入れる予定です。 
 


